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〔開会 午前 ９時５９分〕 

議長（南靖久議員） これより平成２２年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長よりごあいさつがございます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 皆さん、おはようございます。 

 ９月を迎え、朝夕少しは過ごしやすくなりましたが、まだまだ厳しい残暑が続

いております。 

 本日、議員の皆様方には、平成２２年第３回定例会にご出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。 

 本定例会には議案１６件と報告４件を提出させていただきました。何とぞよろ

しくご審議をいただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではござい

ますが、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

議長（南靖久議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、１４番、濱口文生議員は病気のため、なお、３番、端無

議員は所用のため欠席であります。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第１号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１６

番、真井紀夫議員、１番、北村道生議員を指名いたします。 

 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日から９月２８日

までの２３日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（南靖久議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２８日までの２３日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第４７号「平成２２年度尾鷲市一般会計補正予算（第５

号）の議決について」から、日程第１７、議案第６１号「尾鷲市消防団員等公務

災害補償条例の一部改正について」までの計１５議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１５議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明

を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 平成２２年度第３回定例会の開会に当たり、議案についてのご

説明に先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議

員各位並びに市民の皆様の深いご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 初めに、昨日実施いたしました平成２２年度尾鷲市総合防災訓練につきまして

は、大規模地震を想定し、自主防災組織が避難訓練や安否確認、資機材の取り扱

い、消火訓練などについて、それぞれが計画立案することで、災害発生時におけ

る行動について再度確認していただくことに主眼を置いて実施いたしましたとこ

ろ、自主防災組織６０組織、約２,０００名の方が訓練に参加していただき、無

事終了することができました。 

 また、各関係機関におかれましては、独自の企画による初動対応訓練を実施し

ていただき、尾鷲海上保安部など２０機関、約１,０００名の参加をいただきま

した。残暑の厳しい中、早朝よりご参加いただきました自主防災組織を始め、各

関係機関、市民の皆様方に対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

 次に、水産振興についてであります。 

 近年の水産業は、後継者不足や水揚げ量の減少、魚価の低迷などにより、生産

者や漁協の経営悪化等が顕著となり、最近では、燃油や飼料価格の変動が漁船の

操業や養殖経営に影響を与えるなど、大変厳しい状況にあります。このような中、

本年２月１日に本市の五つの漁協を含む志摩市以南の１２漁協が合併して設立さ

れた三重外湾漁業協同組合に対し、その支援策として、本市では、合併漁協早期

自立支援事業の一環である借換資金に伴う債務保証料に対し、国や関係市町とと

もに支援を行っております。また、合併後の経営改善等につきましては、三重外

湾漁協合併基本計画に基づいて進めており、ほぼ計画通りであるとの報告を受け

ております。 
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 一方、三重外湾漁協に参加しなかった４漁協におきましても、１県１漁協への

方向性にある中、地区漁業の維持・活性化や、組織の強化を図ることを目的に、

紀北町の２漁協を加えた６漁協での合併に向け、６月２１日に東紀州漁協合併推

進協議会を設立しました。 

 今後の予定としましては、小委員会で具体的な事項の協議を行い、各漁協の総

会で合併の承認を得た後、１１月末までに設立委員会を設置し、来年４月１日の

合併を目指すスケジュールとなっております。 

 また、旧三木浦漁協におきましては、三木浦水産物流通荷さばき施設の新設に

対して、強い水産業づくり施設整備事業費補助金の交付決定を受け、今月中には

本体工事に着手し、来年１月末に完了予定となっております。本施設の完成によ

り、作業の効率化が進み、地域水産業の発展に大きく寄与できるものと考えてお

ります。 

 次に、水産基盤整備事業についてであります。 

 昨年、須賀利漁港で実施し、今年度、大曽根浦漁港と古江漁港で計画しており

ます防潮扉の動力化事業につきましては、現在、設計業務が完了し、今月末に入

札を行い契約する予定となっております。 

 また、漁港施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの縮減を図るための水産基

盤ストックマネジメント事業につきましては、来年度からの採択に向けて、国、

県に概算要求を行ったところであります。 

 次に、林業振興につきましては、昨年度の繰越事業である尾鷲木材協同組合と

尾鷲ヒノキ内装材加工協同組合の２事業体について、高温乾燥機やグレーディン

グマシン等の導入が実施され、今後、尾鷲地域の林業の販路拡大・需要拡大のき

っかけになるものと期待しております。今後、森林・林業に関する制度面や実践

面等での大幅な見直しが行われますが、森林組合や林業家・森林所有者の方々と

ともに、森林・林業の再生に相互に連携をして取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 次に、林道基盤整備事業につきましては、昨年度からの繰越事業である五つの

路線の舗装工事が先月までに完了し、本市が管理する林道の舗装整備率も３０％

から４２％に増加しております。これにより、既設林道に係る維持管理費の縮減

が図られ、現在、さらなる事業効果を発現するために、次の事業に向けての計画

を策定しているところであります。 

 次に、農業振興についてであります。 
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 本年度、国において食糧自給率の向上と水田農業の経営安定を図るために実施

されております戸別所得補償モデル対策事業につきまして、本市におきまして

は、４３件の加入申請が提出されました。現在、野菜等の作付状況について現地

確認作業等を進めており、年度末には国から申請農家の皆様に助成金が交付され

る予定となっております。 

 また、宮崎県で発生した口蹄疫問題につきましては、８月２７日に終息宣言が

出されたところではありますが、三重県におきましては、県内への侵入防止策の

一環として、口蹄疫緊急防疫対策臨時交付金事業が実施されております。本市に

おきましては、牛・豚等の畜産農家はございませんが、イノシシやシカを一定頭

数以上飼育している畜舎に対し、本交付金事業により口蹄疫に消毒効果のある消

石灰の配付を実施いたしました。 

 次に、獣害対策についてであります。 

 昨年１０月より、国の緊急雇用創出事業により、獣害パトロール事業として臨

時職員２名を雇用し、被害多発地域の見回りや被害状況の聞き取り、また、本

年３月末からは、北浦地区、向井・行野浦地区において、猿に発信機を取りつけ、

その位置や移動経路の把握を行うとともに、民家付近にあらわれた際には追い払

い活動も実施しております。この獣害パトロール事業につきましては、十分な効

果が出てきていることから、今後も継続して実施したいと考えておりますが、国

の緊急雇用創出事業による雇用が今月末で終了となるため、市の単費により１０

月以降も雇用を継続していきたいと考えています。また、こうしたパトロール事

業により、自治会等でも自主的に追い払いを実施する地域も出てきており、６

月１３日には座ノ下自治会、７月１３日には茶地岡自治会からの要望により、猿

被害対策の現地研修会を開催しております。 

 さらに、先月２４日には、県、紀北町との共催で、近畿中国四国研究センター

の山田さんや、松阪市広瀬地区自治会長の鎌倉さんをお招きし、尾鷲地域獣害研

修会を中央公民館にて開催したところ、自治会や地区会の役員を含めた８０名の

皆様にご参加をいただきました。また、その翌日には、猿の発信機を使った位置

情報の把握と追い払い方法についての現地研修会も実施し、本市の獣害パトロー

ル員や座ノ下自治会役員、紀北町の方々にもご参加をいただいております。 

 今後も、こうした研修の場を設けながら、獣害パトロール員とともに、追い払

い活動や防除対策を実施していただける地域を支援させていただき、獣害対策を

進めてまいりたいと考えております。 
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 次に、海洋深層水事業についてであります。 

 みえ尾鷲海洋深層水取水管損傷事故に係る改修整備事業工事につきまして

は、７月２８日に完成をいたしました。海洋深層水の分水は、作業が順調に進ん

だことから、予定より早い７月９日には通水を確認し、水質検査を経て、１４日

に原水、１６日には処理水を含めた全種類の分水を再開いたしました。本工事期

間中は、利活用をいただいている市民や事業者の皆様に再びご迷惑をおかけいた

しました。改めておわびいたします。 

 今回の取水管事故は、船舶の投錨によるものと考えており、今後、二度とこの

ような事故が起こらないよう再発防止対策に取り組んでおります。 

 まず、取水管や送水管の敷設ルートを示すチラシを作成し、内航船舶や漁業者

に広く周知するとともに、地元小型船組合に湾内で停泊投錨する船舶の監視業務

を委託いたしました。船舶への注意喚起を促す一方、標識ブイの設置など海域で

の防衛策も検討の上、実施してまいります。 

 また、この事故の原因者と思われる船舶に対しましては、８月に弁護士を通じ

て通知文書を送達いたしましたことをご報告いたします。 

 さて、尾鷲海洋深層水事業は、本市の地域振興の核となる事業であり、今まで

以上の利活用促進を図っていかなければならないと考えております。こういった

中、本年度からふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金を活用して行ってい

る海洋深層水多段活用型陸上養殖試験事業につきましては、取水停止により試験

養殖を停止しておりましたが、取水再開に伴い、ナマコ、ハバノリから順次養殖

を再開させています。アワビ、サツキマスについては１０月、１１月に新たな種

苗を導入し、試験を進めていくこととしており、当初予定していた業務量を超え

るものとなることから、事業費を増額し取り組んでまいります。今後とも海洋深

層水事業の推進にご理解、ご協力を賜るとともに、みえ尾鷲海洋深層水の利活用

推進に努めてまいります。 

 次に、産業開発促進事業についてであります。 

 本市の地域経済を活性化させるためには、現在も取り組んでいる農商工連携事

業など、異業種・異分野の産業が有機的に連携・交流する新たな取り組みをさら

に進め、地域の資源を活用し、これを生かした新商品の開発や新たな販路開拓を

進め、地域ブランド化を推進することが必要です。このためには、地域にある資

源の発掘や見直し、また、その利活用方法の研究や試験など、地道な取り組みが

重要であります。そこで、これらの取り組みの一つとして、昨年度から魚あら・
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未利用魚の有効活用システム研究事業により、ごみとして捨てられている魚あら

や、販売流通にも乗らず利用されていない魚の有効利用策を研究し、新たな事業

の展開につなげるべく取り組んでおります。 

 また、一方では、事業の受託事業者である尾鷲物産株式会社や、漁協、水産関

連事業者、飲食業者などの関係者が集まり、尾鷲の漁業生産と経営を考える会が

立ち上げられ、未利用魚の活用策などの検討が業界の自主的な取り組みとして進

められております。本研究事業においても、民間でのこのような活発な活動に合

わせて事業費を増額し、引き続き取り組んでまいります。 

 販路開拓においては、その手段の一つとして昨年度スタートさせた尾鷲まるご

とヤーヤ便が、２年目の今年、昨年を大きく上回る９３９件の申し込みをいただ

きました。地域のすぐれた特産品をより多くの皆さんに紹介しようとの企画の趣

旨が多くの皆様に受け入れられた結果であると考えており、前面に「尾鷲」とい

う地域が出ることで、商品だけではなく地域そのものを売ることにもつながって

いると思います。７月に第１便を送りましたが、多くの反響をいただいておりま

す。これらを分析・検討しながら、さらに商品、企画を進化させていくことが重

要であることから、現在、三重県緊急雇用創出基金事業市町等補助金を活用して

行っている尾鷲特産品販路開発拡大及び流通促進事業を６カ月更新継続させると

ともに、雇用者をもう１名増員し、取り組んでまいります。 

 また、農業者の協力を得て、尾鷲特産の甘夏を特殊なシートでくるみ、２カ月

程度の長期保存可能性試験を行ったところ、保存状態がよかったことから、ヤー

ヤ便に詰め合わせ、モニターアンケート調査を行いました。結果は高評価を得る

ことができたことから、来期の収穫時に再度試験を行い、旬のよい状態を保存し

たまま時期をずらして出荷することができれば、本市の甘夏に付加価値をつける

ことができると考えております。 

 次に、集客交流事業等についてであります。 

 一昨年の４月にオープンした夢古道の湯につきましては、昨年度の入浴者は７

万３,２３２人と、一昨年度に比べ少し減少いたしましたが、ほぼ横ばいの入浴

者数を維持しております。減少した要因といたしましては、去る２月２６日に発

生した海洋深層水の取水障害の影響もあったのではと考えており、市民及び利用

者の皆様にもご迷惑をおかけし、おわびを申し上げます。また、ふるさと雇用再

生特別基金事業市町等補助金を活用し、新たな湯のデザイン開発に取り組んでお

りますが、研究機関への委託業務の追加や、これに伴い業務量が増えることから、
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事業費を増額し、より進化した湯のデザイン開発を進めてまいります。 

 夢古道おわせのスカイフードレストランにつきましては、３団体のお母ちゃん

たちの手づくり料理が好評を呼び、利用客が年々増加しており、多くのリピータ

ーの支持を受けておりますが、今回、８月３０日から、これまで頑張っていただ

いた「ななうらの郷」にかわり、新たに「おわせっこ」が参加いただくこととな

りました。 

 次に、おわせ輪内地区まるごと振興協議会の取り組みについてでありますが、

本年度は、本市の観光振興補助金に加え、農林水産省からの広域連携共生・対流

等推進交付金１００万円の補助を得て、三木里地区でのグリーンツーリズム推進、

曽根地区でのツツジ祭への支援や体験事業づくり、ツーデーウォークと連動した

梶賀峠のコース開発などの取り組みを進めています。これまでの梶賀地区であぶ

りの商品開発、三木浦地区でツバキ油を生かした料理開発や元盛松コース整備な

どの事業とあわせて、輪内地区を一体的にとらえた情報発信と地域でのコミュニ

ティビジネス化をより一層図っていきたいと考えています。 

 次に、平成２１年度から３年間、厚生労働省の地域雇用創造実現事業を括用し

て進めている健康増進プログラム事業では、昨年度に行った馬越峠のリラクゼー

ション効果の実証実験の結果、馬越峠コースを歩いた方が市街地コースよりもリ

ラックス効果があることが、各検査項目の結果から顕著にあらわれました。本年

度は、海洋深層水活用型温浴施設・夢古道の湯での休養効果の実証実験を行うと

ともに、尾鷲よいとこ集客交流事業における尾鷲よいとこ定食など、地域の食材

を生かした地元食を中心とした低カロリー料理のメニュー開発等を行っておりま

す。運動・休養・栄養による健康への効果を検証し、熊野古道等地域資源を活用

した付加価値を高めたツアーの商品化を図ってまいります。 

 次に、まちなかにぎわいづくり事業についてであります。 

 本市では、高速道路の開通を控え、熊野古道プラスアルファの地域の魅力づく

りが求められていることから、集客能力が高い夢古道おわせや熊野古道センター

などと連携する個性的で魅力ある交流空間をまちなかに創造し、来訪者だけでは

なく市民についても誘導と滞留を図り、消費活動を促進させるための計画づくり

を進めております。 

 現在、７月下旬に市内の商店街の店主を始めとする関係者や、国・県等の関係

機関の方々にもオブザーバーとして集まっていただき、本事業を始めるに当たっ

ての意見交換会等を実施いたしました。また、８月２５日から２７日には、今後
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のプランづくりの参考とするため、関係者による先進地視察も行ったところであ

ります。 

 なお、本事業は、当初予算において、三重県の過疎市町等地域づくり支援事業

補助金、補助率２分の１で予算措置をしておりましたが、その後、事業内容の拡

大も視野に、総務省の過疎地域等自立活性化推進交付金に応募したところ、補助

率１０分の１０で、一律１,０００万円の交付金が採択されたことから、今回、

事業費を増額補正し、取り組んでまいります。 

 次に、去る８月７日に開催された第６０回おわせ港まつりにつきましては、大

会運営において、尾鷲観光物産協会を始め商工会議所や自治連合会、連合婦人会

など、さまざまな市民団体の皆様にもご参画をいただき、市民参加型のイベント

として取り組んでいただきました。当日は、イタダキ市や「元気なチビッコ集ま

れ！魚つかみ大会」、カッター大会が魚市場で行われ、また、特設ステージでは、

ソーラン踊りを始め、尾鷲節保存会、坂東流蛙柳会の尾鷲節・尾鷲節踊り、ロッ

クジャムと尾鷲節こども太鼓による太鼓の饗宴など、多くの皆様のご協力により、

多彩な行事を行うことができ、お越しいただいた皆様にも楽しんでいただけたも

のと思います。特に、海上花火大会におきましては、天候にも恵まれ、６０回大

会にふさわしい、大変美しく、かつ迫力ある花火を打ち上げることができ、高い

評価をいただきました。また、会場内において、環境に配慮した取り組みとして、

ごみナビゲートによるごみの分別回収を実施し、今年も数多くのボランティアの

参加により、大変多くのリサイクルが行われ、さらに大会終了直後の清掃活動に

おいても多くの皆様にご協力をいただきました。今後もこのような取り組みを通

じて、ごみの分別による減量化、環境保全意識の向上につなげていきたいと考え

ております。大会を通じ、運営等にご尽力賜りました、おわせ港まつり実行委員

会を始め、ご協賛、ご協力賜りました市民並びに市内外の事業所の皆様方に対し

まして、敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。 

 次に、この秋も多くのイベントが控えております。 

 まず、第２６回全国尾鷲節コンクールが、本市の伝統文化の継承を目的

に、１０月３０日、３１日に開催され、予選から決勝へと優勝を目指す参加者が

地元を中心に全国から集まり、自慢の歌声を披露し競い合います。大会の中では

さまざまなアトラクションなどを盛り込み、また、会場付近では地元の特産品を

取りそろえた物産展も同時開催するなど、大会を盛り上げてまいります。ぜひと

も会場に足を運ばれて、伝統ある尾鷲節のよさを改めて実感していただき、大会
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の成功にご協力賜りたいと考えております。 

 また、今年で７回目を迎えます、おわせ海・山ツーデーウォークにつきまして

は、スタート・ゴールの主会場を三重県立熊野古道センターに置き、１１月２０

日、２１日の２日間にわたり、これまで同様、日本ウォーキング協会の公認をい

ただき、新しい特別コース２コースを含む八つのコースで開催いたします。今大

会につきましては、これまで特別コースとして好評を得ておりました三木浦元盛

松コースと須賀利寺倉越えコースを定番のコースに、また、新たな特別コースと

して、曽根町から梶賀町にかかる梶賀峠を越えるコースと、昭和３４年の国鉄の

開通まで省営バスが走っていた矢ノ川峠越えの２コースを設定いたします。 

 このツーデーウォークにおきましては、ウォーキングコースの設置が各地域で

取り組まれているコミュニティビジネスなどの地域おこしの取り組みと連動する

ことで、それぞれの事業効果が相乗的に高まり、当日の集客はもとより、地域お

こしの手段として多いに活用していきたいと考えております。市民の皆様におか

れましても、ぜひとも八つのコースのいずれかにご参加いただき、地元からの盛

り上げをお願いするとともに、遠方より多数の参加者もお見えになることから、

大いに交流を深めて、本市の観光交流の推進にご協力くださいますようお願いい

たします。 

 次に、健康づくりについてであります。 

 現在、本市の高齢化率は３５％を超え、加えて過疎・少子化の進行や生活環境

が変化するとともに生活習慣病等の疾病構造が大きく変わってきています。本市

におきましては、各種の生活習慣病予防の知識啓発・実践事業を進めているとこ

ろですが、特に本地域は高血圧症の疾病割合が高く、脳血管疾患による死亡率が

高いことから、脳卒中予防事業に力点を置いた取り組みを進めてまいります。 

 今般、三重大学医学部を始め、三重県立看護大学地域交流センターの温かいご

支援をいただき、医療講演会や市民公開講座が開催されることとなりました。９

月１１日には三重大学医学部循環器・腎臓内科学の伊藤教授による救急医療講演

会の開催、１３日には三重県立看護大学の村本学長を始め地域在宅看護学の２名

の講師による公開講座が開催されます。さらに、２６日には、伊藤教授を再び迎

え、「高血圧からあなたと家族を守る」と題した高血圧市民公開講座が開催され

ます。会場は、いずれも中央公民館を予定しており、この機会に多くの市民の皆

様にご参加をいただき、生活習慣病に対する認識をさらに深め、健康づくりに努

めていただければと思っております。 



－１３－ 

 次に、地域医療についてであります。 

 尾鷲総合病院を取り巻く環境は一層厳しくなっておりますが、本病院は、この

地域にとってかけがえのない病院であると認識いたしております。県下の病院で

は、昨年より勤務医不足に一層拍車がかかり、各地の病院で救急医療体制が維持

できなくなってきているところも見受けられます。現在、本病院では２４時

間３６５日の救急医療体制が確保できておりますが、今後も大学医局からの派遣

が継続され続けなければ、２４時間３６５日の救急医療体制が維持できなくなる

ことが予想されます。 

 他の病院では、内科系と外科系の２名体制以上で夜間の救急医療体制を行って

おりますが、本病院の医師は、夜間１名体制で救急医療に対応していただいてお

ります。また、通常の診療体制でも、これ以上医師が減ることになれば、救急医

療体制の制限や入院患者を他の病院にお願いせざるを得ない状況も考えられます。 

 このような地域医療の危機を迎えている中で、医師数の現状維持、２４時

間３６５日の救急医療体制を維持するために、医師に関する特殊勤務手当の見直

しを行ったところです。また、この尾鷲地域は、内科患者の６割強が高血圧症で

あることから、三重大学医学部に高血圧症疾患の研究病院と指定していただき、

三重大学医学部と協力しながら、本病院を維持発展させることができればと考え

ております。 

 次に、環境施策についてであります。 

 清掃工場等の焼却施設から排出されるダイオキシンは、平成９年に大きな環境

問題となり、国の基準が大幅に強化されたため、その対策が市町の大きな課題と

なりました。本市では排ガス対策として、平成１２年、１３年には焼却施設にバ

グフィルターを整備するとともに、焼却灰については、国の溶融処理の方向づけ

を受け、県を中心とした廃棄物処理センター制度による溶融処理施設を建設して

適切に処理してきました。しかし、この溶融処理施設については、平成２０

年１０月に開催された三重県廃棄物処理センター運営協議会検証委員会において、

三重県環境保全事業団から溶融処理施設の腐食、摩耗等の進行により、今後、補

修費用が大幅に増大することが見込まれ、安全で安定した運転を継続していくた

めには計画的な補修が必要であるが、現在の料金体系では平成２３年度以降の溶

融処理事業の継続が危ぶまれるとの報告があり、施設の補修費用の負担について、

県と市町がそれぞれの立場で論議を重ねましたが、双方が納得し得る結論には至

りませんでした。このことから、運営協議会では焼却灰を廃棄物処理センター以
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外の施設で処理することも視野に入れながら、今後のあり方について協議を進め

てきました。この溶融処理施設の建設を計画した当時は、民間において焼却灰を

適切に処理する施設がほとんどない状況でありましたが、その後１２年が経過す

る中で、再資源化技術が進歩し、セメント資源化や金属回収等の施設整備が進み、

また、全国的な広域処理が可能になったことから、処理コストも大幅に低減でき

るようになりました。 

 さらに、各市町の焼却施設のダイオキシン対策が進んだことから、焼却灰中の

ダイオキシン濃度が著しく低下しており、溶融処理はダイオキシンの緊急対策と

しての役割を終えつつあると言えます。このような状況を踏まえ、平成２２年３

月２４日に開催された運営協議会総会において、平成２３年度を目途に廃棄物処

理センターでの溶融処理を民間でのリサイクル処理に転換することが決定されま

した。この決定に伴い、本市においても平成２３年度から焼却灰処理を民間に転

換し、地球温暖化防止や循環型社会に向けた廃棄物の資源化を進めるとともに、

廃棄物処理に係る将来の財政負担の軽減に努めてまいります。 

 次に、清掃工場１号炉耐火物補修工事についてでありますが、１号炉耐火物は、

平成２１年度の施設点検業務において再燃室前後壁の２面に損傷、亀裂があると

の報告がありましたが、平成２２年７月に実施した施設点検では、ガス冷却室４

面、再燃室４面、燃焼室ノズル部の耐火物の脱落、損傷が著しく、このまま放置

すればケーシング鋼が損傷し、ごみの焼却ができない状況になります。秋には１

号炉のバグフィルターろ布交換工事の実施を予定していることから、同時期に１

号炉耐火物補修工事をあわせて実施し、ゴミの焼却に支障が生じることのないよ

うに補修工事を進めたいと考えております。 

 次に、風水害対策についてであります。 

 昭和３４年９月２６日の夜半に伊勢湾台風が紀伊半島に上陸し、三重県を縦断

して、県内で１,２５６人、行方不明者２７人、負傷者４,６２５人に及ぶ未曾有

の被災をもたらしました。その被災の日から５０年経過したことを契機に制定さ

れた三重県防災対策推進条例の規定による「みえ風水害対策の日」の記念行事と

して、９月２６日に三重県と本市の共催で、熊野古道センターを会場として防災

啓発イベントを開催いたします。伊勢湾台風から学んだ災害の恐ろしさを見詰め

直し、その被災体験や教訓を次世代に伝えるため、市民の皆様のご参加をお願い

するものであります。 

 次に、学校施設の耐震化についてであります。 
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 向井小学校の耐震補強工事につきましては、６月１５日に着手し、８月２８日

に鉄骨Ｋブレース４カ所及び高架水槽架台補強工事を完成し、予定どおり夏休み

中に終えることができました。また、尾鷲小学校につきましては、８月２４日に

尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備に伴う基本設計・実施設計業務のプロポーザル

を実施したところです。改築及び耐震補強工事につきましては、来年度から着手

し、平成２４年３月の完成を目指しております。その他の学校につきましても、

国の学校耐震化に関する予算等の動向を注視する中で、小中学校耐震整備総合計

画に基づき、順次進めてまいります。 

 次に、尾鷲中学校の武道場建設についてであります。 

 平成２０年３月に公示された学習指導要領は、武道に積極的に取り組むことを

通して、武道の伝統的な考え方を理解し、練習や試合を通じて相手を尊重する気

持ちをはぐくむことを目的に改訂されたものであります。中学校の保健体育の教

科で武道が必修化されたことに伴い、新学習指導要領が完全実施される平成２４

年度を目途に、中学校で武道が指導できる環境を整え、安全に武道を実施するた

めの条件整備を行う必要があります。現在の尾鷲中学校の体育館は、多目的なス

ポーツに対応して建設されており、床にバレーボール等のポールを設置する際の

金具が取りつけられているため、剣道の指導を行うには危険であります。本年度

におきまして、平成２３年度中の第１棟校舎跡地への建設に向け、武道場建設の

実施設計に着手したいと考えております。 

 次に、教育支援事業についてであります。 

 まず、尾鷲中学校において、本年度から新たに実施しております学習支援ボラ

ンティアにつきましては、男性３名、女性２名の５名のボランティアの方々にご

協力をいただき、廊下・校舎・学校施設内の巡回指導を行いながら教室に入らな

い生徒に声をかけたり、会話を通して教室に入るよう促したりという活動をして

いただいております。また、休憩時間等、教師が生徒に目の届きにくい時間にも

見守り、指導をしていただいており、生徒指導上大きな成果が上がってきており

ます。 

 次に、外国語活動ボランティアについてであります。 

 平成２３年度から新小学校学習指導要領の完全実施に伴い、外国語活動充実の

ため、事前に本年度から小学校５・６年生を対象に実施しているものです。発音

を中心にコミュニケーション能力の基礎を育成するために、１学期は全小学校

に１日４時間隔週で４名を配置し、英語教育指導の支援に当たっておりました
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が、２学期からは５名体制で実施できる予定であります。 

 また、現在、担任、ＡＬＴ、ボランティアの方々との連携もスムーズに行われ

ており、各学校における外国語活動は順調に進んでおります。 

 次に、水道事業についてであります。 

 水道事業を健全に運営するため、これまで事業の効率化や経営コストの削減等

に取り組んでまいりましたが、給水人口の減少や事業所の給水量の減少により、

平成２３年度以降、水道事業経営が赤字に転じることが予測されることから、水

道料金の改定についてご審議いただくために、去る７月２３日に各種団体の代表

者及びその関係者９名の皆様にご協力をいただき、尾鷲市水道料金等審議会を立

ち上げて諮問したところであります。これまでに３回の審議会を開催し、議論を

重ねていただいておりますが、１０月下旬には答申をいただき、１２月定例会に

議案の上程が行えるよう準備を進めているところであります。 

 また、平成２１年度に策定いたしました尾鷲市水道事業配水池耐震診断の結果

に伴う基本計画書に基づき、上水道の全地域を受け持つ桂山配水池が耐震構造と

なっていないことから、最優先で整備を進めたいと考えております。現在の事業

計画では、平成２３年度から平成２６年度までの４カ年を予定しており、現在、

県と国庫補助事業の採択に向けて協議中でありますが、建設場所の確定が最優先

であることから、既設配水池に隣接する予定箇所の地質調査及び用地測量等を行

ってまいりたいと考えております。 

 次に、地域づくりについてであります。 

 「美し国おこし・三重」三重県南部体験プログラム開発プロジェクトにつきま

しては、三重県南部地域の豊かな自然を生かし、小学生・中高生・大学生などを

対象とした宿泊型の体験合宿など、教育的視点に立った各種体験プログラムや仕

組みづくり、受け入れ体制を構築するため、モニターツアーを実施するものであ

ります。第１回モニターツアーでは、関西大学サッカークラブ・地域貢献型合宿

と位置づけ、関西大学サッカークラブ所属の学生や監督など１５８人が、先

月１１日から３日間、九鬼中学校に宿泊し、定置網の清掃や魚の選別作業、ごみ

ステーションの製作など、地域貢献型の体験プログラムが実施されました。高齢

化が進む九鬼地区において、都市部の学生との交流機会が創出されたことについ

て、地区の方々から感謝のお言葉をいただいたほか、継続的な交流機会を希望す

るといったご意見をいただくことができました。 

 本市といたしましても、今後とも県と連携し、このような地域資源を生かした
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取り組みを支援しながら、地域の新たな担い手づくりや交流機会の創出などを推

進し、自立・持続可能な地域づくりにつなげてまいりたいと考えております。 

 また、合宿の受け入れや各種体験プログラムの実施に当たりましては、九鬼地

区の皆様を始め、「美し国おこし・三重」のパートナーグループや関係者の方々

にご協力賜りましたことに改めてお礼を申し上げます。 

 続きまして、今回提案しております議案第４７号「平成２２年度尾鷲市一般会

計補正予算（第５号）の議決について」から議案第５２号「平成２２年度尾鷲市

水道事業会計補正予算（第２号）の議決について」までの６議案についてご説明

いたします。 

 今回の補正予算は、普通交付税の額の確定と、廃棄物処理施設（クリーンセン

ター）整備事業に係る入札談合による国庫補助金の返還金及び起債の繰上償還金

等が主なものであります。 

 それでは、お手元に配付の一般会計補正予算（第５号）主要事項説明の１ペー

ジをごらんください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で８

億９,７８５万３,０００円、国民健康保険事業会計で１,４０７万４,０００円、

老人保健医療事業会計で１０万２,０００円、後期高齢者医療事業会計で４５７

万１,０００円、病院事業会計で３億７,５６６万１,０００円、水道事業会計

で５６２万円をそれぞれ追加し、これにより各合計を含めた予算総額を１８７

億８,３４２万４,０００円とするものであります。 

 まず、一般会計からご説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入の主なものについてご説明いたします。 

 ９款地方交付税は、３億２,７４７万２,０００円の増額です。これにつきまし

ては、普通交付税の基準財政需要額の算定において、地域活性化・雇用等臨時特

例費の創設による個別算定経費の増加や市税収入等の減収による基準財政収入額

の減少によるものであります。 

 １３款国庫支出金は、２,６２４万６,０００円の増額です。これは、生活保護

適正実施推進事業補助金１,０３４万２,０００円や、本年度に新設された過疎地

域等自立活性化推進交付金事業に「まちなかにぎわいづくり事業」が採択された

ことによる１,０００万円の追加などによるものであります。 

 １４款県支出金は、１,６７０万７,０００円の増額です。これは、新型インフ
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ルエンザ費用軽減事業補助金３９４万６,０００円の追加と、三重県ふるさと雇

用再生特別基金事業市町等補助金５４１万４,０００円の増額が主なものであり

ます。 

 １６款寄附金は、１１万５,０００円の増額です。これは、ふるさと納税寄附

金として２名の方からご寄附をいただいたものであります。 

 １７款繰入金は、１億８,０４８万５,０００円の増額です。これは、廃棄物処

理施設（クリーンセンター）整備に係る国庫補助金の返還額と、起債の繰上償還

額が確定したことにより、賠償金２億２,６２７万５,０００円を積み立てており

ました地域福祉基金から１億７,５８４万６,０００円の繰り入れと、前年度精算

金として、老人保健医療事業会計から６万８,０００円、後期高齢者医療事業会

計から４５７万１,０００円をそれぞれ繰り入れるものであります。 

 １８款繰越金２億３,７０３万６,０００円の増額は、平成２１年度の決算に伴

う繰越金であります。 

 １９款諸収入は、４２２万８,０００円の増額です。これは、人権教育調査研

究事業受託事業収入１５０万円、社会福祉協議会運営費補助金前年度精算

金１７２万５,０００円の追加が主なものであります。 

 ２０款市債は、１億５４０万円の増額です。これは、臨時財政対策債の借入限

度額の確定によるものであります。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページをごらんください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりです。このうち主なものについて次の

ページで説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 まず、総務費ですが、一般管理費では、体育館前駐車場照明灯他修繕料２０１

万６,０００円と、行財政改革の一環として経営品質向上活動に取り組むことか

ら、セルフアセッサー養成研修会の参加負担金など４１万３,０００円の追加で

す。 

 財産管理費は、基金積立金として、財政調整基金３億２,８８５万３,０００円、

減債基金１億８,０００万円、公共施設等基金６,０００万円、活性化対策基

金３,０００万円をそれぞれ積み立てるものであります。 

 企画費では、まちづくりアンケート事業で１０５万３,０００円、防災費では、

防災行政無線再免許申請手数料４５万５,０００円、税務総務費では、税制改正
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に伴う国税連携システム改修委託料１１６万６,０００円の増額であります。 

 民生費では、社会福祉総務費で、医療機関への証明書料の支払いを年払いから

月払いに変更するための福祉医療費システム改修委託料８０万４,０００円、自

立支援給付事業では、利用者の増加などにより通所サービス等利用促進事業

に２１９万４,０００円、老人福祉費では、老人福祉施設入所者措置費２６３万

円、児童措置費では、子ども手当の１０月以降の給付に対応するためのシステム

改修委託料３６０万７,０００円、生活保護総務費では、医療レセプト電子化シ

ステムの改修等委託料など１,０９８万７,０００円の計上であります。 

 ５ページをごらんください。 

 衛生費では、予防費で、新型インフルエンザ費用軽減事業委託料など７０４

万４,０００円の追加であります。清掃総務費で、廃棄物処理施設（クリーンセ

ンター）整備費国庫補助金返還金５,３０５万５,０００円の追加です。これは、

入札談合に伴う賠償金として本市に納入された２億２,６２７万５,０００円が補

助対象事業費から控除され、国庫補助金が当初の６億９１万８,０００円から５

億４,７８６万３,０００円に変更決定されたことに伴い、５,３０５万５,０００

円を返還するものであります。 

 塵芥処理施設費は、清掃工場１号炉の耐火レンガの損傷、脱落が著しく、この

まま放置すれば焼却できない状況になることから、清掃工場１号炉耐火物補修工

事費２,６２５万円の追加であります。 

 農林水産業費では、海洋深層水推進事業で、海洋深層水多段活用型陸上養殖試

験委託料２０３万３,０００円の増額です。これは、ナマコも養殖ラインに加え、

海洋深層水をより効果的な活用していくため、三重県ふるさと雇用再生特別基金

事業市町等補助金を活用し、取り組むものであります。 

 商工費では、商工振興費で、魚あら・未利用魚の有効活用システム研究事業委

託料など３０１万５,０００円の増額です。これも、新たな事業の展開につなげ

るため、三重県ふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金を活用し、取り組む

ものであります。 

 まちなかにぎわいづくり事業では、過疎地域等自立活性化推進交付金事業に採

択されたことにより、まちなかにぎわいづくりプラン策定委託料など４８２

万９,０００円を増額するものであります。 

 観光費は、地域資源「尾鷲海洋深層水」温浴活用進化事業委託料１６１

万７,０００円の増額です。これは、新たな湯のデザイン開発を推進するため、
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三重県ふるさと雇用再生特別基金事業市町等補助金を活用し、取り組むものであ

ります。 

 土木費では、土木総務費で、登記手数料など３０１万２,０００円、道路維持

費で、市内各所道路修繕料２００万円、道路新設改良費で、市内各所道路改良工

事費５６０万円をそれぞれ増額するものであります。 

 消防費では、非常備消防費で、煙体験ハウス等備品購入費７２万５,０００円

の増額であります。 

 ６ページをごらんください。 

 教育費でございます。 

 事務局費では、人権教育調査研究事業１５０万円の追加であります。 

 学校管理費（中学校費）では、平成２４年度から中学校の保健体育の教科で武

道が必修化されることに伴い、尾鷲中学校に武道場を整備するための建築設計業

務委託料５７８万７,０００円を追加するものであります。 

 社会教育総務費では、放課後子ども教室を矢浜公民館で開始することから６９

万４,０００円、公民館費は、中央公民館浄化槽他修繕料２０５万８,０００円、

図書館費は１５８万８,０００円をそれぞれ増額するものであります。 

 公債費では、公債費元金として１億２,２７９万２,０００円の増額であります。

これは、衛生費でご説明いたしました廃棄物処理施設（クリーンセンター）の入

札談合に伴う賠償金が起債対象事業費から控除されるため、当初の起債額１６

億９,３４０万円が変更後１５億４,７４９万円になり、１億４,５９１万円の差

額が出ますが、既に償還した起債があることから１億２,２７９万２,０００円を

繰上償還するものであります。公債費利子は２３９万３,０００円の減額です。

これは、平成２１年度の起債額とその利息の確定によるものでございます。 

 次に、債務負担行為補正についてご説明いたします。 

 現在の人事給与システムの借り上げが本年度で終了することから、新たに人事

給与システム借上料として、期間を平成２３年度から平成２８年度まで、限度額

を１,８２１万５,０００円とするものです。 

 次に、焼却残渣処分業務委託料の清掃工場分とクリーンセンター分ですが、現

在、処分をお願いしております三重県廃棄物処理センターが今年度で廃止される

こととなっており、来年度からは新たな処理施設と契約する必要があることから、

期間を平成２３年度から平成２５年度まで、限度額をそれぞれ８,３７９万円

と３３０万８,０００円とする債務負担をお願いするものであります。 
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 続きまして、特別会計についてご説明いたします。 

 ７ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計は、１,４０７万４,０００円を追加し、歳入歳出総

額を２８億２,３９７万７,０００円とするものであります。歳入で、国庫支出

金１５０万円、繰越金１,２５７万４,０００円をそれぞれ増額するものでありま

す。歳出で、総務費１５０万円、基金積立金１,２５７万４,０００円をそれぞれ

増額するものであります。 

 ８ページをごらんください。 

 老人保健医療事業特別会計は、１０万２,０００円を追加し、歳入歳出総額

を１４５万１,０００円とするものであります。歳入で、国庫支出金７

万８,０００円、県支出金２万４,０００円を増額し、歳出で、諸支出金１０

万２,０００円を増額するものであります。 

 ９ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、４５７万１,０００円を追加し、歳入歳出総

額を５億１,６８９万６,０００円とするものです。歳入で、繰越金４５７

万１,０００円を増額し、歳出で、諸支出金４５７万１,０００円を増額するもの

であります。 

 続きまして、企業会計についてご説明いたします。 

 １０ページをごらんください。 

 病院事業会計であります。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出であります。収入は、医業収益３

億７,５６６万１,０００円の増額、支出は、医業費用５,８７７万３,０００円を

増額し、医業外費用１７４万１,０００円を減額するものです。 

 次に、１１ページをごらんください。 

 水道事業会計であります。 

 収益的収入及び支出では、支出で、営業外費用２８万円の減額です。資本的収

入及び支出では、建設改良費５９０万円の増額であります。 

 以上をもちまして、「平成２２年度尾鷲市一般会計補正予算（第５号）」など

の６議案の説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議いただき、ご承認

賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第５３号「平成２１年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定

について」から議案第５７号「平成２１年度尾鷲市公共下水道事業特別会計歳入
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歳出決算の認定について」につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであり、５議案につき

ましては会計管理者から説明させます。議案第５８号「平成２１年度尾鷲市病院

事業会計決算の認定について」につきましては病院事務長から、議案第５９号

「平成２１年度尾鷲市水道事業会計決算の認定について」につきましては水道部

長からそれぞれ説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 会計管理者兼出納室長。 

〔会計管理者兼出納室長（宮本忠明君）登壇〕 

会計管理者兼出納室長（宮本忠明君） それでは、議案第５３号「平成２１年度尾鷲

市一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第５７号「平成２１年度尾鷲

市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの計５議案につき

まして、お手元の平成２１年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明

書に基づき、それぞれの決算概要をご説明いたします。 

 １ページをごらんください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では歳入歳出とも予算現額は同額の１０１

億６,０４８万５,０００円に対し、歳入決算額は９９億３,６２０万３,４２６円

で、予算現額に対する収入率は９７.７％となっております。 

 歳出決算額は９６億９,３２４万１,９００円で、執行率は９５.４％でありま

す。 

 歳入歳出差引残額は２億４,２９６万１,５２６円となっております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入歳出とも予算現額は同

額の２８億１,３４５万６,０００円に対し、歳入決算額は２７億３,４７５

万４,２４１円で、９７.２％の収入率であります。歳出決算額は２６

億８,７１７万９,５１６円で、執行率は９５.５％であります。歳入歳出差引残

額は４,７５７万４,７２５円となっております。 

 老人保健医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の２,７８６

万８,０００円に対し、歳入決算額は２,７４８万７,５８５円で、９８.６％の収

入率であります。歳出決算額は２,７５０万６,８７４円で、執行率は９８.７％、

歳入歳出差引残額はマイナス１万９,２８９円となり、歳出に対して歳入が不足

いたしましたので、決算書２８５ページに記載しておりますが、地方自治法施行

令第１６６条の２の規定により、平成２２年度の同会計から１万９,２８９円の
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繰上充用を行いました。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の５

億５,９１０万２,０００円に対し、歳入決算額は５億５,６０１万９,９７３円

で、９９.４％の収入率であります。歳出決算額は５億５,１４４万８,６４８円

で、執行率は９８.６％、歳入歳出差引額は４５７万１,３２５円となっておりま

す。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の２７６

万６,０００円に対し、決算額は歳入歳出とも同額の２７６万５,０７０円で、歳

入歳出差引残額はゼロ円であります。 

 以上、平成２１年度の決算総額は、総合計額のとおり、歳入歳出とも予算現額

は同額の１３５億６,３６７万７,０００円に対し、歳入決算額は１３２

億５,７２３万２９５円で、９７.７％の収入率であります。歳出決算額は１２９

億６,２１４万２,００８円で、執行率は９５.５％であります。歳入歳出差引残

額は２億９,５０８万８,２８７円となりました。 

 次に、２ページをごらんください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から区分４の翌年度へ繰り越すべ

き財源を差し引いたものが区分５の実質収支額となります。一般会計の実質収支

額については、本年度は繰越明許費繰越額５９２万４,０００円ございますので、

これを差し引いた２億３,７０３万７,５２６円が実質収支額となり、平成２２年

度への繰越金となります。なお、この繰越明許費繰越額５９２万４,０００円は、

去る５月１９日開会されました平成２２年第１回臨時会の報告第７号にて報告さ

せていただきました平成２１年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書に記載の

とおり、翌年度繰越額３億６８５万４,０００円のうち、一般財源分となります。 

 特別会計については、翌年度へ繰り越すべき財源がありませんので、国民健康

保険事業特別会計以下各特別会計の実質収支額は歳入歳出差引額と同額で、記載

のとおりであります。 

 次に、３、４ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳入款別決算額調でございます。各款別の主なものにつ

きましてご説明いたします。なお、この表の備考欄には、収入済額の前年度比較

を記載していますのでご参照ください。 

 第１款市税は、予算現額２３億２,０６５万６,０００円に対し、調定額は２７

億４,５６３万５,６２６円、収入済額は２３億３,５３３万２,５６０円で、一般



－２４－ 

会計収入済額全体の２３.５％を占めております。 

 前年度比較は１億７,５６６万６,０６８円の減収となっております。その内容

でございますが、備考欄に記載のとおり、軽自動車税を除くすべての市税が減少

しています。これは、景気低迷による個人・法人の市民税の所得割課税部分の減

少や、３年に一度の固定資産評価替えを平成２１年度に実施したことによって、

固定資産税等の課税額が減少したこと等により、市税等の調定額が減少している

ことがその主な要因となっております。 

 不納欠損額は２８４件の４,４９３万９,０５５円で、前年度と比較しまし

て２２１万７,３８３円の増額となっております。収入未済額は３億６,５３６

万４,０１１円で、前年度と比較しまして４,５８１万２,０４８円の減額であり

ます。収納率は８５％で、前年度より０.４ポイント上昇しております。 

 第２款地方譲与税の収入済額は７,１８５万４,６８４円で、前年度と比較し

て９９４万５,２０５円減額となりました。これは、自動車重量譲与税と特別と

ん譲与税の減額によるものです。 

 第３款利子割交付金の収入済額は９４２万６,０００円。 

 第４款配当割交付金の収入済額は３６０万２,０００円。 

 利子割・配当割交付金とも前年度と比較して減少しております。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は１８３万３,０００円。 

 第６款地方消費税交付金の収入済額は２億３２３万３,０００円で、前年度と

比較して１,５３８万１,０００円の増額となっております。 

 第７款自動車取得税交付金の収入済額は２,４３１万３,０００円で、前年度と

比較して２,１１２万７,０００円の減額です。主な要因は、昨年７月からのエコ

カー減税により自動車取得税が減少したものであります。 

 第８款地方特例交付金の収入済額は２,８５７万５,０００円で、前年度と比較

しまして３６２万４,０００円の増額となりました。 

 次に、５、６ページをごらんください。 

 第９款地方交付税は、収入済額３３億２,３０３万９,０００円で、一般会計収

入済額全体の３３.５％を占めております。前年度比１億８,００５万４,０００

円の増額となりました。その要因は、備考欄のとおり、市税の収入減少に伴う普

通交付税の増加が大きなものであります。 

 第１０款交通安全対策特別交付金の収入済額は３９５万７,０００円でありま

す。 
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 第１１款分担金及び負担金の収入済額は１億３,８８８万４,１９３円で、前年

度と比較して１５５万４,５５２円の減額であります。これは、農林水産業費分

担金の増額と民生費負担金の減額の相殺によるものです。収入未済額は５６５

万６,６８０円で、保育料未納分であります。 

 第１２款使用料及び手数料の収入済額は１億１,１２２万１,２８６円で、前年

度と比較して２１６万９４５円の増額であります。この主な要因は、衛生使用料

の墓園永代使用料が増額したことによるものであります。不納欠損額は１５件

の６万９００円で、し尿処理手数料未納分であります。収入未済額４８０

万１,２２０円で、主に市営住宅使用料及びし尿処理手数料であります。 

 第１３款国庫支出金は、予算現額で平成２１年度は１１億８,１９７

万６,０００円で、前年度と比較して２億８,０００万８,０００円の減額であり

ます。これは、平成２０年度の定額給付金事業によるものであります。収入済額

が予算現額とは逆に２億２,３９８万６,９０６円増額となった要因は、平成２０

年度に定額給付金事業や市道梅ノ木谷線道路改良事業等６億８,１８３万

円１,０００円が繰り越しとなりましたが、平成２１年度の繰越額は３億６８５

万４,０００円であったため、収入済額において前年度を上回ったものでありま

す。なお、国庫支出金の内容は、地域括性化経済危機対策臨時交付金事業、美し

い森林づくり基盤整備事業等の増額によるものです。 

 第１４款県支出金の収入済額は５億５,０１７万１,２６８円で、前年度と比較

して３,１２０万６,４３７円の増額であります。主な要因は、介護基盤整備事業、

森林環境保全事業、緊急雇用創出基金事業などの増額によるものです。 

 第１５款財産収入の収入済額は２,１０１万８,４０５円で、前年度と比較し

て１億２,３３６万７,６６４円の減額となっております。前年度は泉地内の教員

住宅跡地売払収入があったためであります。 

 次に、７、８ページをごらんください。 

 第１６款寄附金の収入済額は３６６万７,７３２円で、前年度と比較し

て３２４万１,８３８円の減額であります。前年度との比較は備考欄に記載のと

おりであります。収入未済額は１７０万円で、外国人漁業技術研修事業等に係る

寄附金です。 

 第１７款繰入金の収入済額は５億６,４７７万９,３１８円で、前年度と比較し

て２億３,３０９万５２６円の増額であります。これは、主に財政調整基金繰入

金等の増額によるもので、詳細は備考欄に記載のとおりであります。 
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 第１８款繰越金の収入済額は５,０６３万６,０５１円で、前年度からの繰越金

であります。 

 第１９款諸収入の収入済額は２億８７４万７,０４１円で、前年度と比較し

て３,８３３万９,８４７円の減額であります。これは、前年度に事業完了しまし

た土砂災害情報総合システム整備事業に係る受託事業収入が減額したことが主な

要因です。収入未済額２６６万４,３３５円で、そのうち奨学資金貸付金返還分

が１２８万円、生活保護法第６３条及び第７８条による返還金分が６４

万１,５５７円、その他は児童手当返還金等であります。 

 第２０款市債の収入済額は５億３,３３０万円で、前年度と比較して９,１８０

万円の増額であります。科目別の詳細は備考欄のとおりですが、主な要因は臨時

財政対策債の増額によるものです。 

 次に、繰越明許費の収入済額は７億８,２９３万６,２２７円で、前年度と比較

して７億４,２９３万６,２２７円の増額であります。定額給付金給付事業、子育

て応援特別手当事業、市道梅ノ木谷線道路改良事業等の事業費の大きい繰越事業

があったため、大幅に増額となっております。また、予算現額に対して１

億１１０万５,２２７円収入済額が多くなっております。これは、前年度に支払

った市道梅ノ木谷線の前払金による補助金も平成２１年度に収入されたことなど

によるものであります。 

 歳入合計は、予算現額１０１億６,０４８万５,０００円、調定額１０３

億６,１３８万９,６２７円、収入済額９９億３,６２０万３,４２６円で、前年度

と比較して９億９,２１７万４,５７３円の増額、率にして１１％の増加となりま

した。不納欠損額は４,４９９万９,９５５円、収入未済額は３億８,０１８

万６,２４６円であります。 

 なお、収入未済額の大半は市税であります。歳入全体の予算に対する収入割合

は９７.７％、調定に対する収入割合は９５.８％となりました。 

 以上、３ページから８ページまでの歳入の主要部分をご説明いたしましたが、

参考までに、予算現額と収入済額との比較で各節の増減額５０万円以上ものにつ

きましては、その主な理由を本主要説明書の３９ページから４２ページにかけて

掲げてありますので、後ほどご参照ください。 

 では、次に９ページ、１０ページをごらんください。 

 一般会計の歳出款別決算額調であります。 

 歳入同様、主なものにつきましてご説明いたします。なお、この表の備考欄に
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は、支出済額の前年度との比較増減等を記載してありますので、ご参照ください。 

 第１款議会費は、支出済額１億２,６２１万５９４円で、前年度と比較しまし

て６８８万３,５５０円の減額となっております。議員報酬等及び議会運営経費

の減によるものであります。執行率は９８.９％であります。 

 第２款総務費は、支出済額１６億６,１９６万３２０円で、前年度と比較し

て７,４２８万９,５１６円の減額であります。減額となった主な要因は、備考欄

に記載のとおり、財産管理費及び防災費等の減額と選挙費の増額との相殺による

ものであります。翌年度繰越額２９８万５,０００円は、全国瞬時警報システム

整備事業に係るものであります。執行率は９８.４％となっています。なお、総

務費の平成２０年度繰越額３億６,６５７万１,０００円は定額給付金事業分であ

ります。 

 続いて、第３款民生費は、支出済額２７億３,００７万８,０６７円で、前年度

と比較して１億６,１６４万２,５１９円の増額であります。この主な要因は、自

立支援給付事業、児童措置費、生活保護費などの増額によるものであります。翌

年度繰越額４４０万３,０００円は、子ども手当システム改修事業に係るもので

あります。執行率は９８.２％です。 

 第４款衛生費は、支出済額１３億２,２７３万８,９２１円で、前年度と比較し

て１億７,９０９万２,３０９円の増額であります。この主な要因は、塵芥処理施

設費、病院事業負担金等の増額と環境衛生費等の減額との相殺によるものであり

ます。翌年度繰越額５５１万３,０００円は、死亡獣畜焼却場改修事業に係るも

のであります。執行率は９７.１％であります。 

 １１ページ、１２ページをごらんください。 

 第５款農林水産業費は、支出済額３億６,２８３万３,７６３円で、前年度と比

較して６,３１９万４７６円の増額であります。主な要因は、林道開設改良費、

漁港建設費等の増額によるものです。翌年度繰越額１億８,４１５万８,０００円

は、美しい森林づくり基盤整備事業等五つの事業に係るものであります。執行率

は６５.７％であります。 

 第６款商工費は、支出済額２億８２７万２,００８円で、前年度と比較し

て２,３０５万１,９９８円の増額であります。主な要因は、新つばき振興券事業

等商工振興費の増額によるものであります。執行率は９８.２％であります。 

 第７款土木費は、支出済額２億５,５４３万５,５５６円で、前年度と比較し

て１億７,６５９万９,４０６円の減額であります。この主な要因は、繰越明許事
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業で実施いたしました市道梅ノ木谷線道路改良事業等の減額によるものでありま

す。翌年度繰越額３,０００万円は、折橋小原野線等の市道改良事業に係る分で

あります。執行率は８７.７％であります。 

 第８款消防費は、支出済額５億３,３８１万５,２３８円で、前年度と比較し

て５,１４４万７８５円の減額であります。この主な要因は、三重紀北消防組合

負担金の減額や、平成２０年度に竣工した消防施設整備事業の減額によるもので

す。執行率は９９.３％であります。 

 第９款教育費は、支出済額７億９,４７５万６,４８０円で、前年度と比較し

て２,８８５万１０３円の増額であります。この主な要因は、ＩＣＴ環境整備事

業等の増額と学校耐震化整備事業等の減額との相殺によるものであります。執行

率は８８.３％であります。繰越額の７,９７９万５,０００円は、市立運動場整

備事業及び学校耐震化事業であります。 

 次に、１３、１４ページをごらんください。 

 第１０款災害復旧費については不執行であります。 

 第１１款公債費は、支出済額１０億２,５９３万９,８９６円で、前年度と比較

して７,７６２万３,２４３円の増額であります。これは、償還元金の増額による

ものであります。執行率は９９.９％であります。 

 第１２款予備費は、備考欄のとおり、他の款へ３６３万７,０００円を充当し

たものであります。 

 繰越明許費は、支出済額６億７,１２０万１,０５７円で、主な事業としては、

定額給付金給付事業３億５,９８９万４,０００円、梅ノ木谷線道路改良事業１

億７,５５７万９,０００円、市道改良事業４,９９９万２,０００円、清掃工場２

号焼却炉改修事業３,６５４万円等であります。備考欄に記載していますので、

後ほどご参照ください。 

 次に、歳出合計を見ていただきますと、予算現額１０１億６,０４８

万５,０００円に対し、支出済額は９６億９,３２４万１,９００円で、前年度と

比較して８億３,１６３万７,０９８円の増額、率にしまして９.４％増加しまし

た。翌年度繰越額は３億６８５万４,０００円、不用額は１億６,０３８

万９,１００円で、執行率は９５.４％であります。 

 なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上生じた

ものにつきましては、その主な理由を４３ページから４８ページにかけて掲げて

いますので、後ほどご参照ください。 
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 次に、１５ページをごらんください。 

 これは、一般会計の歳入決算額を円グラフで表したものでございます。構成比

率の高い順から記載してあります。第１位は地方交付税で３３.５％、第２位は

市税で２３.５％、第３位は国庫支出金の９.７％で、第４位以降の順位につきま

しては記載のとおりでございます。なお、括弧内の数字は前年度の構成比率であ

ります。 

 次に、１６ページの歳出でございますが、第１位は民生費の２８.２％、第２

位は総務費の１７.１％、第３位は衛生費の１３.７％で、第４位以降の順位につ

きましては記載のとおりでございます。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 この表は、一般会計の歳出決算額を性質別に分類し、前年度と比較したもので

ございます。決算額の合計９６億９,３２４万２,０００円のうち、義務的経費

は４２億７,１９６万７,０００円で、全体の４４.１％を占めております。前年

度と比較しまして９,０５５万９,０００円の増額であります。このうち人件費

は１７億６,７５９万円で、構成比は１８.２％、前年度と比較して１,６２４

万５,０００円の減額であります。 

 扶助費は、１４億７,８４３万７,０００円で、構成比は１５.３％、前年度と

比較しまして２,９１８万１,０００円の増額であります。 

 公債費は、１０億２,５９４万円で、構成比は１０.６％、前年度と比較し

て７,７６２万３,０００円の増額であります。 

 投資的経費は１１億４５万２,０００円で、構成比は１１.３％です。普通建設

事業費は１１億４５万２,０００円で、災害復旧事業費はありません。普通建設

事業費の事業内容は１８ページの事業明細表のとおりであります。 

 次に、その他の経費は４３億２,０８２万３,０００円で、前年度と比較して４

億２,７３９万９,０００円の増額です。特に、定額給付金制度で補助費等が４

億１,３０１万７,０００円増額しております。構成比率は全体の４４.６％であ

ります。 

 なお、この性質別経費を円グラフで表したものが１８ページに掲載してありま

す。 

 次に、１９、２０ページをごらんください。 

 この表は、平成６年度から国保・老人保健・後期高齢・公共下水などの各特別

会計への繰出金と、病院及び水道の企業会計並びに消防・広域連合等の一部事務
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組合への負担金についての支出状況をまとめたものであります。 

 １９ページ、繰出金、一番下の平成２１年度の欄をごらんください。 

 国保・老人保健・後期高齢・公共下水など各特別会計への繰出金は、それぞれ

記載のとおり、合計５億３,２３４万６,０００円であります。 

 ２０ページをごらんください。 

 ２０ページ、負担金の欄、下から２番目をごらんください。病院及び水道の企

業会計並びに消防・広域連合等の一部事務組合への負担金は、計１１

億９,７６６万３,０００円であります。 

 繰出金と負担金の合計は１７億３,０００万９,０００円で、これを前年度と比

較しますと３,３０７万５,０００円の増額となります。特別会計繰出金、水道事

業会計、消防負担金は前年度より減額となりましたが、病院への負担

金７,０００万円を増額したことによるものであります。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 次に、２１、２２ページをごらんください。 

 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 第１款国民健康保険税は、収入済額５億８０５万１,７５２円で、前年度と比

較して２,０７９万２,８０５円の減収であります。また、調停額で５,７１０

万７６０円の減収ですが、国保加入世帯の減少と所得割課税世帯の減少によるも

のです。明細は備考欄に記載のとおりであります。不納欠損額は１１７件

の２,８２９万１,５４０円で、前年度と比較しまして６６万８,３２２円の増額

であります。収入未済額は２億１,８１８万４,４５１円で、前年度よ

り３,６９７万６,２７７円減少しております。収入率は１０１.４％、収納率

は６７.３％であります。収納率は前年度より２.２ポイント向上しております。 

 第２款国庫支出金の収入済額は５億７,９６１万６,２５６円で、前年度と比較

して３,６２１万１,５５７円の増額であります。この主な要因は、療養給付費等

負担金の増額と財政調整交付金の減額の相殺によるものです。 

 第３款療養給付費等交付金は、収入済額１億１,８５８万１,０００円で、前年

度と比較して１億５,１０５万４,０００円の減額となっております。この主な要

因は、退職者医療制度は平成２０年４月より新たな高齢者医療制度へと改定とな

り廃止となりましたが、現在は経過措置だけでありますので、療養給付費も減少

しており、療養給付費等交付金も減額されております。 

 第４款前期高齢者交付金は、収入済額８億３,１４０万５,４９０円で、前年度
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と比較して１億４,００１万２,２４７円減額となっています。この制度は平

成２０年度に創設された制度で、平成１９年度実績に基づいて算定した交付金額

となりました。 

 第５款県支出金は、収入済額９,３９７万１,８５９円で、前年度と比較し

て５２２万１,５３６円の減額であります。この主な要因は、財政調整交付金の

減額によるものであります。 

 第６款共同事業交付金は、収入済額２億６,９２０万９,６７３円で、前年度と

比較して１８６万１,３９３円の減額であります。 

 第７款財産収入は、収入済額１,０２９万５,９４４円で、前年度と比較し

て１,０２３万２,９４４円と大幅に増額しております。これは、三重県国民健康

保険団体連合会に支払基金預託として出損していたものが、基金の廃止に伴い清

算され、運用利息とともに返還されたことによるものであります。 

 第８款繰入金は、収入済額２億５,０７２万８,１７９円で、前年度と比較し

て７,６５２万７,８４２円の増額であります。財政調整基金からの繰入金の増額

が主な要因であります。 

 次に、２３、２４ページをごらんください。 

 第９款繰越金は、前年度からの繰越金６,４５８万２,９２６円であります。 

 第１０款諸収入は、収入済額８３１万１,１６２円で、主に交通事故等に係る

納付金や保険税延滞金の収入であります。前年度と比較して７４万３,９５２円

の増額であります。 

 歳入合計は、予算現額２８億１,３４５万６,０００円、調定額２９

億８,１２３万２３２円、収入済額２７億３,４７５万４,２４１円、不納欠損

額２,８２９万１,５４０円、収入未済額２億１,８１８万４,４５１円であります。

収入率は９７.２％、収納率は９１.７％であります。 

 次に、２５、２６ページをごらんください。 

 国民健康保険事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

 第１款総務費は、支出済額６,２７４万７,６８６円で、前年度と比較し

て２０９万５,０６７円の減額であります。この主な要因は、備考欄のとおり、

総務管理費の減額によるものであります。執行率は９４.６％であります。 

 第２款保険給付費は、支出済額１８億４,６７８万２,８４９円で、支出済額全

体の６８.７％を占めております。前年度と比較して３,５１１万２,４８６円の

減額であります。この主な要因は、退職分療養給付費や高額療養費の減額と一般
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療養給付費の増額との相殺によるものであります。明細は備考欄のとおりで、執

行率は９６.６％であります。 

 第３款後期高齢者納付金等は、支出済額３億１,１１３万４,３３１円で、前年

度と比較して２,５７３万３,７２６円の増額となっております。この主な要因は、

後期高齢者支援金の増額によるものであります。執行率は９９.９％であります。 

 第４款前期高齢者納付金等は、支出済額８８万４,６７７円で、前年度と比較

して５０万３８４円の増額となっており、執行率は９８.６％であります。 

 第５款老人保健拠出金は、支出済額２３２万２,６１７円で、前年度と比較し

て１億１３万１,７７６円の減額となっております。この要因は、老人保健医療

事業については平成２０年３月３１日をもって制度廃止となり、実質的に後期高

齢者関係の医療事業へ移行していることから減額となったものであります。執行

率は９９.９％であります。 

 第６款介護納付金は、支出済額１億５７６万５,９３６円で、前年度と比較し

て９０１万２,９２２円の減額であります。執行率は９９.９％であります。 

 第７款共同事業拠出金は、支出済額２億９,８０１万８,９２１円で、前年度と

比較して１８３万４,５０８円の増額であります。執行率は９５.１％であります。 

 次に、２７、２８ページをごらんください。 

 第８款保健事業費は、支出済額１,７７５万９,７８１円で、前年度と比較し

て１,１７９万７,８０９円の減額であります。ヘルスアップ事業の終了及び特定

健康診査や脳ドッグ受診率の減少による疾病予防費の減額であります。執行率

は８０.５％であります。 

 第９款公債費は不執行であります。 

 第１０款諸支出金は、支出済額３,５７５万４,７１８円で、前年度と比較し

て６７６万３,８７９円の増額であります。執行率は９４.９％であります。 

 第１１款基金積立金は、支出済額６００万８,０００円で、財政調整基金への

積立金であります。 

 第１２款予備費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額２８億１,３４５万６,０００円、支出済額は２６

億８,７１７万９,５１６円で、前年度と比較して２億４,２３２万６,５６３円の

減額、率にして８.２％の減少であります。不用額は１億２,６２７万６,４８４

円、執行率は９５.５％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきまして
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は、４９ページから５２ページにかけて掲げてありますのでご参照ください。 

 次に、２９、３０ページをごらんください。 

 この表は、老人保健医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

 第１款支払基金交付金は、収入済額４１万２,０００円で、前年度と比較し

て１億４,５６１万１,０５４円の減額であります。この要因は、当老人保健医療

事業が実質的に後期高齢者医療事業へ移行していることによるものであります。

この款以降で減額している要因は、同じ理由によるものであります。 

 第２款国庫支出金、第３款県支出金とも収入額はありません。 

 第４款繰入金は９万７,０００円。 

 第５款繰越金は２,６９６万１,９８０円。 

 第６款諸収入は１万６,６０５円であります。 

 以上、歳入合計は、予算現額２,７８６万８,０００円に対し、調定額と収入済

額は同額の２,７４８万７,５８５円で、収入率は９８.６％、収納率は１００％

でございます。 

 なお、収入済額を前年度と比較しますと、３億１０７万５,０６１円の減額で、

率にしまして９１.６％の減少であります。 

 次に、３１、３２ページをごらんください。 

 老人保健医療事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

 第１款総務費は、支出済額２,８１８円、第２款医療諸費は５４万２,０７６円

で、清算事務の関係経費は前年度と比較して激減しております。 

 第３款諸支出金は、支出済額２,６９６万１,９８０円で、支出済額全体

の９８％を占めており、前年度と比較して１,２１４万６,０３２円の減額となっ

ております。 

 公債費は不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額２,７８６万８,０００円、支出済額は２,７５０

万６,８７４円で、前年度と比較して２億７,４０９万３,７９２円の減額となっ

ております。率にして９０.８％の減少、不用額は３６万１,１２６円であります。

執行率は９８.７％であります。 

 次に、３３、３４ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

 第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は１億４,９６８万１３３円で、前年

度と比較して１４９万３,８７７円の増額となっております。収入率は９８.６％、
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収納率は９８.５％であります。収入未済額は２２３万４,８９７円であります。 

 第２款繰入金の収入済額は３億６,１０４万４,０００円で、前年度と比較し

て２,１３２万２,０００円増額しております。 

 第３款諸収入の収入済額は３,３０３万９７４円で、前年度と比較し

て３,２７８万５,７５４円の増額であります。主な要因は、三重県後期高齢者医

療広域連合からの前年度における療養給付費負担金の確定に伴う精算金でありま

す。 

 第４款繰越金の収入済額は７５３万９,８６６円で、前年度からの繰越金であ

ります。 

 国庫支出金は、今年度はありませんでした。 

 繰越明許費の収入済額は４７２万５,０００円で、平成２０年度から繰り越し

た後期高齢者医療システム改修事業に対する国庫補助金であります。 

 以上、歳入合計は、予算現額５億５,９１０万２,０００円に対し、調定額は５

億５,８２５万４,８７０円、収入済額は５億５,６０１万９,９７３円で、収入率

は９９.４％、収納率は９９.５％であります。 

 次に、３５、３６ページをごらんください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳出款別決算額調でございます。 

 第１款総務費の支出済額は９２５万６４円で、前年度と比較して８８９

万６,７７３円の減額となっております。執行率は８７.６％であります。 

 第２款広域連合負担金の支出済額は５億１２０万５,１４７円で、支出総額

の９０.９％を占めています。前年度と比較して３,８７３万８,３７４円の増額

となっております。 

 第３款諸支出金の支出済額は３,６２６万８,４３７円で、一般会計への繰出金

であります。 

 繰越明許費の支出済額は４７２万５,０００円で、先ほどの歳入の国庫補助金

と同額で、後期高齢者医療システム改修事業の委託料でございます。 

 以上、歳出合計は、予算現額５億５,９１０万２,０００円、支出済額５

億５,１４４万８,６４８円、不用額７６５万３,３５２円で、執行率は９８.６％

であります。 

 次に、３７、３８ページをごらんください。 

 公共下水道事業特別会計の歳入歳出款別決算額調でございます。 

 当特別会計につきましては、収入済額、支出済額いずれも同額の２７６
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万５,０７０円であります。歳入の第１款繰入金の収入済額は一般会計からの繰

入金、歳出の第１款公債費の支出済額は市債償還元金及び償還利子で、不用額

は９３０円、収入率、執行率はともに９９.９％であります。 

 以上、平成２１年度尾鷲市一般会計及び四つの特別会計の歳入歳出決算の概要

についてご説明いたしました。 

 また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果及び実績報告書を別途添付

していますので、後ほどご参照ください。 

 なお、決算書の内容の詳細につきましては、予算決算常任委員会におきまして

ご説明いたしますので、何とぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

議長（南靖久議員） 病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（諦乗正君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（諦乗正君） 議案第５８号「平成２１年度尾鷲市病院事業会計

決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 まず、決算の説明に入ります前に、平成２１年度の病院利用状況についてご説

明申し上げます。 

 お手元の決算書の１７ページをごらんください。 

 平成２１年度の入院患者数は延べ７万３,７８９人で、うち一般病棟６

万１８１人、療養病棟が１万３,６０８人で、前年度と比較しますと３,３３６人

減少いたしました。また、延べ外来患者数におきましても１１万６,３３９人で、

前年度と比較いたしますと２,２５６人減少いたしました。 

 診療科別では、入院では内科が３,４５４人増加しておりますが、外科で

は４,６５４人、整形外科では１,４９６人減少しております。また、外来で泌尿

器科２９３人、小児科で１０４人増加しておりますが、整形外科１,０２１人、

耳鼻咽喉科で６２１人それぞれ減少しております。 

 病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対しまして８２.９％、療養病棟

の病床数５６床に対しまして６６.６％で、全体の病床利用率は７９.３％と、前

年度に比べ３.６％減少しております。 

 本年度の決算状況は、事業収益４０億３,０３７万５,９９２円、事業費用４３

億３,７５９万１,８０９円で、当年度の事業結果として３億６,５７４

万６,８９３円の純損失を計上しております。 

 それでは、平成２１年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容についてご説明い
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たします。 

 １、２ページをごらんください。 

 収益的収入及び支出でありますが、まず収入では、第１款病院事業収益の予算

額３９億９,８０６万４,０００円に対し、決算額４０億３,０３７万５,９９２円

で 、３ ,２ ３１ 万１ ,９ ９２ 円の 増額 とな り、 予算 額に 対す る収 入 率

は１００.８％となりました。 

 支出では、第１款病院事業費用は、予算額４４億４,５０５万７,０００円に対

して決算額４３億３,７５９万１,８０９円で、不用額１億７４６万５,１９１円

が生じ、予算額に対する執行率は９７.６％となっております。 

 この報告書の各項の説明につきましては、後ほど損益計算書でご説明いたしま

す。 

 次に３、４ページをごらんください。 

 資本的収入及び支出についてご説明いたします。 

 まず、収入では、第１款資本的収入の予算額３億１,９０８万２,０００円に対

し、決算額は３億１,８８２万８,０００円で２５万４,０００円の減額になり、

予算額に対する収入率は９９.９％となっております。 

 次に、支出では、第１款資本的支出の予算額４億２,８８３万３,０００円に対

し、決算額は４億２,７７３万１,３２１円で、不用額は１１０万１,６７９円が

生じ、予算額に対する執行率は９９.７％となりました。 

 なお、この資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億８９０

万３,３２１円につきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整

額２８万７,７４８円及び過年度分損益勘定留保資金１億８６１万５,５７３円で

補てんいたしました。 

 続きまして、５、６ページをごらんください。 

 損益計算書についてご説明いたします。 

 医業収益が３７億９,４５７万７,２１０円、医業費用が４１億６,５５８

万４,２６５円で、医業損失３億７,１００万７,０５５円が生じました。 

 次に、医業外収益が２億２,８４１万６,００１円、医業外費用が２

億２,１８９万６,４０４円となり、医業外収支は６５１万９,５９７円の収益が

生じました。医業損失にこの額を加えた３億６,４４８万７,４５８円を経常損失

として計上しております。 

 特別利益は１３１円、特別損失は１２５万９,５６６円で、当年度純損失は３
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億６,５７４万６,８９３円となりました。この額に前年度繰越欠損金３４

億７,６７５万４,９４６円を加えた当年度未処理欠損金は３８億４,２５０

万１,８３９円となり、翌年度に繰り越されるものであります。 

 続きまして、７ページの剰余金計算書についてご説明いたします。 

 欠損金の一部の１、欠損金につきましては、先ほど損益計算書で説明したとお

りであります。 

 次に、資本剰余金の部でありますが、Ⅰ、国県補助金の（１）前年度未残高は

変動ありませんが、（３）当年度発生高２１６万円で、（５）当年度未残高７

億１,０７２万円となりました。Ⅱ、受贈財産評価額につきましては変動ありま

せん。Ⅲ、寄附金につきましても変動ありません。Ⅳ、その他資本剰余金につき

ましては、（１）前年度未残高は変動ありません。（３）当年度発生高は１

億５,８５１万８,０００円増加となっております。（５）当年度未残高は３７

億７,１２４万２,９３６円となりました。これらの当年度未残高の合計した

額４５億５,７８４万９,２９５円が翌年度繰越資本剰余金となります。 

 次に、８ページの欠損金処理計算書でありますが、これは先ほど損益計算書で

説明したとおり、当年度未処理欠損金３８億４,２５０万１,８３９円に対し、欠

損金処理額はなく、同額を翌年度に繰り越しするものであります。 

 続きまして、９ページから１１ページまでの貸借対照表についてご説明いたし

ます。 

 まず、資産の部でありますが、１、固定資産の（１）有形固定資産でイからヘ

までのそれぞれの資産額から減価償却累計額を差し引いた残高、有形固定資産合

計４３億６２３万３,０５９円となりました。（２）無形固定資産は３４７

万９,２００円となっております。（３）投資につきましては１,２６４

万２,６７０円で、これら固定資産合計は４３億２,２３５万４,９２９円であり

ます。 

 次に、流動資産は、現金、未収金、貯蔵品を合わせて８億９,８４５

万６,７０１円であります。 

 １０ページをごらんください。 

 ３、繰延勘定は、（１）控除対象外消費税４,７９７万５,１８４円で、固定資

産、流動資産、繰延勘定を合わせた資産合計は５２億６,８７８万６,８１４円で

あります。 

 続きまして、負債の部であります。 
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 ４、固定負債はありません。 

 ５、流動負債につきましては、（１）一時借入金はありませんが、（２）未払金

は２億６,５２３万１,２７４円であります。内訳は３３ページに掲載しておりま

す。（３）その他流動負債は２,００２万５,００４円で、流動負債合計は２

億８,５２５万６,２７８円となっております。負債の部の合計は、流動負債合計

と同額の２億８,５２５万６,２７８円であります。 

 次に、資本の部であります。 

 ６、資本金につきましては、（１）自己資本金は前年度と同額の２億８５

万６,０９５円で、（２）借入資本金は、他会計借入金はなく、４０億６,７３２

万６,９８５円全額が企業債となっており、資本金合計が４２億６,８１８

万３,０８０円であります。 

 ７、剰余金につきましては、（１）資本剰余金の国県補助金、受贈財産評価額、

寄附金、その他資本剰余金を合計しまして４５億５,７８４万９,２９５円であり

ます。 

 １１ページをごらんください。 

 （２）欠損金であります。イ、当年度未処理欠損金は３８億４,２５０

万１,８３９円で、欠損金合計は３８億４,２５０万１,８３９円となり、これを

資本剰余金から差し引いた額７億１,５３４万７,４５６円が剰余金合計でありま

す。 

 資本金と剰余金の合計、資本の部の合計額は４９億８,３５３万５３６円、負

債の部と合わせた負債資本合計は５２億６,８７８万６,８１４円となり、先ほど

資産の部で説明した資産合計額と一致しております。 

 以上で、平成２１年度尾鷲市病院事業会計の決算説明といたします。 

 なお、決算書の１２ページ以降に決算附属資料を掲載しておりますので、ご参

照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 水道部長。 

〔水道部長（佐々木進君）登壇〕 

水道部長（佐々木進君） それでは、議案第５９号「平成２１年度尾鷲市水道事業会

計決算の認定について」ご説明申し上げます。 

 まず、決算書の説明に入る前に、平成２１年度の水道事業の概況について説明

を申し上げます。 

 お手元にございます決算書の１１ページをごらんください。 
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 平成２１年度の給水戸数は１万１４４戸で、前年度に比べて２４戸の減であり、

普及率は９９.８％でございます。 

 年間総給水量は４６６万４,７３３立方メートル、前年度と比較すると給水量

で１５万４,０８３立方メートルの減、有収水量で９万８,７０１立方メートルの

減となっております。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において県道海山尾鷲港線道路改

良に伴う配水管布設替工事のほか、建設課の道路改良と同時施工をしました配水

管布設替工事等について実施をいたしました。また、上水道においては、配水池

耐震診断の結果に伴う基本計画策定業務委託を実施いたしております。 

 簡易水道におきましては、古江、賀田、三木浦地内の配水管布設替工事を実施

し、機械装置については、須賀利浄水場電気計装盤取水ポンプと賀田第１南浄水

場取水ポンプの取替工事を行い、早田、曽根、梶賀の配水池においては、水位計

の取付工事を実施いたしました。 

 次に、経理状況でありますけども、収益的収支では、事業収益４億９,０９０

万１９８円に対し、事業費用４億９,２７８万２,５２１円で、差し引き１８８

万２,３２３円の損失が生じました。 

 以上、概略説明を申し上げ、決算書の説明をさせていただきます。 

 決算書の１ページをごらんください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益、予算

額５億１,３５０万８,０００円に対し、決算額は５億１,４６９万２,２３１円で、

予算額より１１８万４,２３１円増となりました。 

 第２項営業外収益の決算額でございますが、この決算額から消費税額を差し引

いた額が、５ページの損益計算書の３、営業外収益の額と４５１円の差異があり

ます。これは、消費税の納税計算上の差額でございまして、決算報告書には記載

されておらず、損益計算書では雑収益として計上されております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額５億２,０２３万９,０００円に対し、

決算額は５億１,２８３万７,３１１円で、７４０万１,６８９円の不用額を生じ

ております。 

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出につきましては、収入の

第１款資本的収入、予算額４,１３９万２,０００円に対し、決算額は４,１３０

万９,７０６円で、予算額より８万２,２９４円減となりました。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額２億４,２２９万８,５００円に対し、
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決算額は２億３,６８９万１,７３２円であり、不用額は５４０万６,７６８円と

なります。 

 資本的収支において収入額が支出額に対して不足する額１億９,５５８

万２,０２６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分

損益勘定留保資金で補てんいたしました。 

 次に、５ページの損益計算書をごらんください。 

 １、営業収益４億７,７２４万５,７４７円から、２、営業費用４億１,１４１

万８,６７５円を差し引いた６,５８２万７,０７２円が営業利益で、これに３、

営業外収益１,３６５万４,４５１円を加え、４、営業外費用８,１１２

万５,８１５円を減額しますと、経常損失１６４万４,２９２円となります。この

経常損失に、５、特別損失２３万８,０３１円を加えた１８８万２,３２３円が当

年度純損失で、前年度繰越利益剰余金５,９２５万４,４４４円を加え

た５,７３７万２,１２１円が当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書をごらんください。 

 利益剰余金の部では、１、減債積立金は１億８,０２１万１,０００円、２、建

設改良積立金は２,６４３万５,９５６円で、積立金合計は２億６６４

万６,９５６円となっております。３、未処分利益剰余金は、先ほどの損益計算

書で説明をいたしました当年度未処分利益剰余金５,７３７万２,１２１円となり

ます。 

 続いて、資本剰余金の部でございますけども、１、工事負担金の当年度発生

高２１２万円は、給水加入金であります。２、国県補助金の当年度処分高８２

万９,２５０円は、固定資産処分による減額であります。３、他会計補助金の当

年度発生高１,８８０万９,２０６円は、簡易水道起債償還元金に対する補助金収

入であります。４、受贈財産評価額の当年度の増減はなく、前年度末残額と同額

となっております。５、その他資本剰余金の当年度発生高１７７万４,５００円

は、消火栓設置負担金収入であります。翌年度繰越資本剰余金は１２

億５,２４３万６,０６９円であります。 

 次に、７ページの剰余金処分計算書でありますけども、当年度未処分利益剰余

金５,７３７万２,１２１円を翌年度へ同額繰り越ししようとするものでございま

す。 

 次に、貸借対照表の８ページと９ページをごらんください。 

 資産の部、固定資産の（１）有形固定資産合計は６１億９,５４５万２,５６７
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円で、これに（２）無形固定資産合計７３万９,７００円と（３）投資合計６

万５,８２０円を加えた固定資産合計は６１億９,６２５万８,０８７円でありま

す。 

 流動資産では、（１）現金預金から（４）その他流動資産までの流動資産合計

は４億５,０８１万８,６４３円で、資産合計は６６億４,７０７万６,７３０円で

あります。 

 次ページ、負債の部では、固定負債合計額１億３,３８５万３,３２４円、流動

負債合計額３,３２２万５,０９３円で、負債合計は１億６,７０７万８,４１７円

であります。 

 資本の部では、資本金、（１）自己資本金１１億８,４７２万１,３２４円、

（２）借入資本金３７億７,８８２万１,８４３円で、資本金合計は４９

億６,３５４万３,１６７円であります。 

 剰余金では、（１）資本剰余金合計は１２億５,２４３万６,０６９円、（２）利

益剰余金合計は２億６,４０１万９,０７７円で、剰余金合計は１５億１,６４５

万５,１４６円となり、これに資本金合計４９億６,３５４万３,１６７円を加え

た資本合計は６４億７,９９９万８,３１３円であり、負債資本合計は６６

億４,７０７万６,７３０円となり、前ページの資産合計額と同額となります。 

 以上で、平成２１年度尾鷲市水道事業会計決算の説明といたします。 

 なお、決算書の１１ページから２７ページまで決算附属資料を添付しておりま

すので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 次に、条例案についてご説明をいたします。 

 議案第６０号「尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、本市において既に浄化槽の保守及び清掃業務は実施してい

ないため、手数料等を規定する別表第２を削除する一部改正であります。 

 次に、議案第６１号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て」につきましては、児童扶養手当法の一部改正により、新たに父子家庭にも児

童扶養手当が支給されることになり、児童扶養手当と非常勤消防団員等に係る損

害賠償との調整について定める一部改正であります。 

議長（南靖久議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 
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 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 ここで昼食のため休憩をいたします。午後は１時１５分から再開を予定してい

ますので、よろしくお願いいたします。 

〔休憩 午後 ０時０７分〕 

〔再開 午後 １時１３分〕 

議長（南靖久議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１８、議案第６２号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（南靖久議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説明

を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、人事案件１件についてご説明をいたします。 

 議案第６２号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」につきましては、玉本

卓也氏は、前委員の辞任により本年４月に就任されましたが、平成２２年９

月３０日をもって任期満了となります。同氏は、教育行政に関し理解があり、実

直、誠実で、人格、識見ともすぐれた方であり、教育委員として適任であると考

え、引き続き選任いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（南靖久議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案につきましては、人事案件でもあり、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（南靖久議員） ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっておりま

す議案につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより採決を行います。 

 日程第１８、議案第６２号「尾鷲市教育委員会委員の選任について」、原案の

とおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

議長（南靖久議員） 起立全員であります。 

 よって、議案第６２号については、原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、日程第１９、報告第１０号「平成２１年度健全化判断比率及び平成２１

年度資金不足比率の報告について」から日程第２２、報告第１３号「専決処分事

項について（訴えの提起）」までの報告４件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告４件は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、報告案件４件についてご説明いたします。 

 報告第１０号「平成２１年度健全化判断比率及び平成２１年度資金不足比率の

報告について」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

条第１項及び第２２条第１項の規定により報告させていただくものです。 

 詳細につきましては、２１ページのとおり、実質赤字比率及び連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率において、いずれも早期健全化基準を下回っ

ております。また、公営企業におきましても、各会計とも資金不足が生じていな

いことをご報告させていただきます。 

 次に、報告第１１号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」につき

ましては、本年５月、本市職員が三重県庁駐車場にて、降車時に運転席側ドアが

強風にあおられ、右側に駐車中であった相手方の車両と接触し、左側ドアを損傷

させたものであります。 

 このことから、平成２２年７月８日に、損害賠償額を１２万８,３１１円と決

定すべく、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったもので、

同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第１２号「専決処分事項について（損害賠償の額の決定）」につき

ましては、本年７月に本市職員が市内にて公用車を運転中に、前方からの車をか

わす際、後方確認を怠ったまま後退し、後方に停車中の車両と接触し、車両前部
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を損傷させたものであります。 

 このことから、平成２２年８月１９日に損害賠償額を７万２,７４４円と決定

すべく、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったもので、同

条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 次に、報告第１３号「専決処分事項について（訴えの提起）」につきましては、

株式会社三久美容商事は、尾鷲総合病院開設者尾鷲市長とカードテレビシステム

の設置契約を結び、病室で視聴するためのテレビ及びカードタイマーを設置し、

カード販売機を院内に設置し販売しておりました。 

 カードテレビシステム設置契約においては、カードの売上金を株式会社三久美

容商事と尾鷲総合病院開設者尾鷲市長で分配することになっておりましたが、株

式会社三久美容商事は、平成２１年４月分の分配金から支払いが滞っています。

このことから、株式会社三久美容商事に対し、この滞っている分配金の支払いを

求める提訴をしたものであります。 

 このことから、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行ったも

ので、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

議長（南靖久議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。報告案件であることにご留意の上、ご発言を願いま

す。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては報告案件でございますので、これをもって終結

をいたします。 

 以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

 以後、お手元の会期日程表のとおり、あす９月７日から９日までを休会と

し、１０日金曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 １時２３分〕 

 


